
公立学校教職員の懲戒処分の概要 

 

 ○道路交通法違反（最高速度違反） 信用失墜行為 

（１）処分年月日  令和５年８月９日 

（２）処分の量定  戒告 

（３）所属・職種  県立学校教職員 

（４）処分の理由  山陽自動車道を自家用自動車で運転走行中、時速

５３㎞の最高速度違反を行った。 

 


